
賦課限度額と軽減基準所得の改正による影響

＜改正前＞
全7,253世帯

保
険
料
額

　７割軽減 　５割軽減 　２割軽減  限度超過

所得額

＜改正後＞
全7,253世帯

保
険
料
額

　７割軽減 　５割軽減 　２割軽減  限度超過

所得額

＜賦課限度額の推移＞

※医療・後期・介護の合計額

(50%)

中間所得層
世帯 3,078 世帯 103 世帯

(50%)

中間所得層

応能

(50%)

応益

H24 H25 H26

国基準 96

R2

73 77 77 77 81 85 89

H27 H28 H29 H30 R1H22 H23

（単位：万円）

99

向日市 69 73 77 77 81 85 89 89 93 96

89 93

世帯2,010 1,058 世帯 915 世帯 世帯3,161 109 世帯

応益

応能

(50%)

2,010 世帯 1,102 世帯 960

所得749万円(※1人世帯の場

33万＋28万×人数

33万＋51万×人数

所得33万円

所得774万円(※1人世帯の場合)

33万＋28.5万×人数

33万＋52万×人数

所得33万円


